
①量の見込み
（ニーズ）

②確保方策
（受入枠）

③量
（実際の利用申込み等）

④確保方策
（実際の受入れ枠）

⑤量の見込み
（ニーズ）

⑥確保方策
（受入枠）

⑦量
（実際の利用申込み

等）

⑧確保方策
（実際の受入れ枠）

1

・健康診査を受ける人
数

４，７８４人
・健康診査の実施回数

５７，９３５回

【実施場所】
　全国の医療機関
（病院，診療所，助産
院）
【実施体制】
　医療機関の医師
【検査項目】
　尿検査，血液検査等

・健康診査を受けた人
数

４，３２３人
・健康診査の実施回数

５２，９２２回

計画の確保方策（②）と同様 100.0%

・健康診査を受ける
人数
４，６２４人
・健康診査の実施
回数
５６，２５６回

平成30年度
と同様

平成30年度
と同程度

平成30年度
と同様 100.0%

2
事業を利用する人数

４，４４９人

【実施体制】
　専門職２４人
（助産師，看護師，保健
師）
【実施機関】
　市直営

事業を利用した人数
４，２４１人

【実施体制】
　専門職２６人

（助産師，看護師，保健
師）

【実施機関】
　市直営

108.3%
事業を利用する人

数
４，３００人

平成30年度
と同様

平成30年度
と同程度

平成30年度
と同様 108.3%

3
訪問事業の実施件数

３０８件

【実施体制】
　専門的相談支援員１
人，
育児・家事支援１人
【実施機関】
　子ども家庭課 子ども
家庭支援室
【委託団体】
　宇都宮市母子寡婦福
祉連合会
（育児・家事支援）

訪問事業の実施件数
３８５件

計画の確保方策（②）と同様 100.0%
訪問事業の実施件

数
３２７件

平成30年度
と同様

平成30年度
と同程度

平成30年度
と同様 100.0%

4
延べ利用人数
５６，０５６人

・述べ利用人数
　１０５，９１７人
・施設数
　地域子育て支援拠点事
業１２か所，
　その他５８か所

延べ利用人数
１２，３６７人

計画の確保方策（②）と同様 100.0%
利用人数

５３，７９０人
利用人数

１０５，９１７人
平成30年度

と同程度
利用人数

１０５，９１７人 100.0%

5
施設数
１２か所

公立子育てサロン７か
所

子育て世代包括支援セ
ンター５か所

施設数
１２か所

計画の確保方策（②）と同様 100.0%
施設数
１２か所

平成30年度
と同様

施設数
１２か所

施設数
１２か所 100.0%

6
延べ利用人数
３３７，２５６人

４３０，０００人分
延べ利用人数
２２４，０５８人

（概数）
４３０，０００人分 100.0%

延べ利用人数
３３８，７１３人

延べ利用人数
４３０，０００人分

延べ利用人数
２３０，０００人

（概数）

延べ利用人数
４３０，０００人分 100.0%

「宇都宮市子ども・子育て支援事業計画」の進捗状況

№ 事業・取組名

支援事業計画の記載内容（平成３０年度） 平成３０年度の実績値 計画値との
比較

（④／②）
評　価　・　今後の方向性 所管課

【参考】令和元年度の数値（※見込み）
計画値との

比較
（⑧／⑥）

妊婦に対する健康診査

・安心して妊娠期を過ごし，出産を迎えられるよう，妊娠中の異常
の予防や早期発見・早期治療を促し，妊婦の健康管理を適正に
行った。
・今後とも制度の十分な周知を行い受診率の向上に努めながら，
健康診査を継続して実施する。

子ども部
子ども家庭課

乳児家庭全戸訪問事業

・出産後の育児支援や虐待の未然防止を図るため，全戸訪問に
よる面接を実施した。
・出産後の育児支援や虐待の未然防止を図るため，面接率の向
上や訪問指導員の確保及び質の向上に取り組みながら，全戸訪
問による面接を実施した。
・今後とも計画に基づき事業を継続する。

子ども部
子ども家庭課

養育支援訪問事業

・専門的相談支援員や育児・家庭支援などにより，相談・指導や
育児・家事援助を行った。
・困難を抱える子育て家庭に養育に関する相談・指導，育児・家
事援助を行い，適切な養育の実施を確保することは，児童虐待の
未然防止に有効であるため，引き続き，母子保健事業や各関係
機関と連携しながら，計画に基づき事業を継続する。

子ども部
子ども家庭課

地域子育て支援拠点事業

・親子の交流の場の提供や育児講座の実施により，子育ての相
談指導や育児不安の解消などを図った。
・計画で想定した見込みより利用が少なかったが，利用したい世
帯が利用できる体制が整っている。
・今後とも計画に基づき事業を継続する。

子ども部
保育課

教育委員会事務
局
生涯学習課

利用者支援事業
・入所に関する説明会の実施や，利用者に対する子育てに関す
る情報提供などを行った。
・今後とも計画に基づき事業を継続する。

子ども部
保育課

一時預かり事業（幼稚園型）

・幼稚園や認定こども園において，乳幼児の一時預かり事業を着
実に行った。
・計画で想定した見込みより利用が少なかったが，利用したい世
帯が利用できる体制が整っている。
・今後とも計画に基づき事業を継続する。

子ども部
保育課

別紙３
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①量の見込み
（ニーズ）

②確保方策
（受入枠）

③量
（実際の利用申込み等）

④確保方策
（実際の受入れ枠）

⑤量の見込み
（ニーズ）

⑥確保方策
（受入枠）

⑦量
（実際の利用申込み

等）

⑧確保方策
（実際の受入れ枠）

7
延べ利用人数
３７，９７６人

４４，８８５人分
延べ利用人数
５０，９１１人

実績の量（③）と同様 113.4%
延べ利用人数
３６，５９０人

延べ利用人数
４４，８８５人分

平成30年度
と同程度

実績の量（⑦）と同
様 113.4%

8

・小学１～３年生の利
用人数
　　　　　　４，５３６人
・小学４～６年生の利
用人数
　　　　　　２，９８４人
・合計
　　　　　　７，５２０人

７，５２０人分

・小学１～３年生の利用人数

　　　　　５，８１２人
・小学４～６年生の利用人数

　　　　　３，３８４人
・合計
　　　　　９，１９６人

実績の量（③）と同様 122.2%
小学１～６年生の
利用人数
７，５２０人

７，５２０人分
平成30年度

と同程度
実績の量（⑦）と同

様 122.2%

9
利用日数
３７９日

宇都宮乳児院：１００
人・日

児童養護施設等：２７９
人・日

利用日数
２３１日

計画の確保方策（②）と同様 100.0%
利用日数
３９１日

宇都宮乳児院：１０
５人・日
児童養護施設：２８
６人・日

平成30年度
と同程度

計画の確保方策
（⑥）と同様 100.0%

10
延べ利用人数

３，１９７人
３，７３５人分

延べ利用人数
４，８２８人

実績の量（③）と同様 129.3%
利用人数
３，１３９人

利用人数
３，７３５人分

延べ利用人数
５，１００人

（概数）

実績の量（⑦）と同
様 136.5%

11
延べ利用人数

２，９９８人
５，１４５人分

延べ利用人数
３，０１３人

５，１４５人分 100.0%
利用人数
２，９４４人

５，１４５人分
延べ利用人数

３，１００人
（概数）

５，１４５人分 100.0%

12
延べ利用人数

５，６０４人
（前年比＋２１８人）

７，１５９人分
（前年比＋１３８人分）

延べ利用人数
５，５８２人

（前年比＋４２２人）

７，２６０人分
（前年比＋２３９人分） 101.4%

利用人数
５，８８４人

利用人数
７，５５５人分

利用人数
６，０００人

（概数）

利用人数
７，５５５人分 100.0%

13 ８，７６７人 １０，５２９人分 ７，８６４人 １０，３１８人分 97.9% ８，８４２人 １０，１１９人分 ８，８４２人 １０，３１８人分 101.9%

14 ５，１７２人 ５，２３５人分 ５，６９５人
５，６３９人分

（うち６０３人分は弾力
化活用　）

107.7% ５，２６０人 ５，４００人分 ６，００２人
６，６７４人分

（うち７１５人分は弾力化
活用）

123.5%

15 １，７８８人
１，７８８人分

（うち５３１人分は弾力
化）

２，０４８人
１，６８８人分

（うち５０１人分は弾力
化活用）

94.4% １，７３０人
１，７３０人分

（うち４３１人分は弾力化
活用）

２，１１９人
１，７５４人分

（うち５２０人分は弾力化
活用）

101.3%

16 ４，２３８人
４，２３８人分

（うち５０２人分は弾力
化）

４，３６２人
４，０３８人分

（うち４７７人分は弾力
化活用）

95.2% ４，０８１人
４，０８１人分

（うち２７２人分は弾力化
活用）

４，５３７人
４，１９８人分

（うち６３７人分は弾力化
活用）

102.8%

№ 事業・取組名

支援事業計画の記載内容（平成３０年度） 平成３０年度の実績値
計画値との

比較
（④／②）

評　価　・　今後の方向性 所管課

子育て援助活動支援事業
（ファミリーサポートセンター事業）

・子育ての援助をしたい方と援助を受けたい方がお互いに会員に
なり，子どもの健やかな育ちの援助をする活動の支援に着実に
取り組んだ。
・計画で想定した見込みより利用が多かったが，希望者は全員，
希望に沿った利用が可能な状況となるよう，協力会員の確保を着
実に行っているほか，安心して利用できるよう制度内容の周知に
努めている。
・今後も現在の取組を継続し，需要に見合う供給体制が確保でき
るよう協力会員の質と数の確保に努めていく。

子ども部
子ども未来課

【参考】令和元年度の数値（※見込み）
計画値との

比較
（⑧／⑥）

子育て短期支援事業

・保護者の病気や出産などにより，家庭での子どもの養育が一時
的に困難になった場合において，児童福祉施設等での預かりを
着実に行った。
・計画で想定した見込みより利用が少なかったが，利用したい世
帯が利用できる体制が整っている。
・保護者が疾病その他の事情により居宅で児童を養育できなくな
るなど，必要な時に支援が受けられるよう，引き続き委託施設等
と連携を図りながら，計画に基づき事業を継続する。

子ども部
子ども家庭課

一時預かり事業（一般型）
（ファミサポ未就学児含
む）

・保育所や小規模保育事業所等において，乳幼児の一時預かり
事業を着実に行った。
・計画で想定した見込みより多くの利用があったが，利用したい世
帯が利用できる体制が整っている。
・今後とも計画に基づき事業を継続する。

子ども部
子ども未来課

子ども部
保育課

延長保育事業

・保育所や認定こども園等の通常の利用日及び利用時間以外の
日及び時間において，保育を着実に実施した。
・計画で想定した見込みより多くの利用があったが，利用したい世
帯が利用できる体制が整っている。
・今後とも計画に基づき事業を継続する。

子ども部
保育課

病児保育事業

・保育を必要とする病児について，病院・保育所等に付設された
専用スペース等において，看護師等が一時的に保育を行った。
・計画で想定した見込みより利用が少なかったが，利用したい世
帯が利用できる体制が整っている。
・今後とも適切に事業を継続していく。

子ども部
保育課

放課後児童健全育成事業

・放課後等に，保護者の方が仕事などで家庭にいない児童を対
象に生活の場の提供を行った。
・計画で想定した見込みとほぼ同程度の利用があったが，利用し
たい世帯が利用できる体制が整っている。
・今後とも計画に基づき事業を継続する。

教育委員会事務
局
生涯学習課

幼児期の学校教育・保育
（１号）

・計画値を若干，下回ったものの，計画に位置付けられた供給体
制の確保に取り組み，適切に需要に対応した。
・今後とも，計画に位置付けられた現行体制を維持することによ
り，供給体制の確保を図っていく。

子ども部
保育課

幼児期の学校教育・保育
（２号）

・計画に位置付けられた施設整備や「利用定員の弾力化」を活用
した供給体制の確保等に取り組み，適切に需要に対応した。
・今後とも，計画に基づき，継続的な待機児童解消を目指してい
く。

幼児期の学校教育・保育
（３号０歳）

・計画値を若干，下回ったものの，計画に位置付けられた施設整
備や「利用定員の弾力化」を活用した供給体制の確保等に取り組
み，適切に需要に対応した。
・今後とも，計画に基づき，継続的な待機児童解消を目指してい
く。

幼児期の学校教育・保育
（３号１，２歳）
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